環境税に関する一考察
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　翌年度税制改正論議が佳境に入る毎年今頃、「環境税」に関する話も恒例の如くメディアに顔を出してくる。
環境税とは、一般的に、天然ガス・石油・石炭といった化石燃料の消費に課する税とされ、ＣＯ２など温室効果ガスの排出抑制促進を目的とする。環境政策上の根拠としては、環境基本法第２２条第２項が挙げられる。
環境基本法（平成５年法律第９１号）　＜抜粋＞

（環境の保全上の支障を防止するための経済的措置） 

第２２条　国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動（以下この条において「負荷活動」という。）を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 
２　国は、負荷活動を行う者に対し適正かつ公平な経済的な負担を課すことによりその者が自らその負荷活動に係る環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導することを目的とする施策が、環境の保全上の支障を防止するための有効性を期待され、国際的にも推奨されていることにかんがみ、その施策に関し、これに係る措置を講じた場合における環境の保全上の支障の防止に係る効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して環境の保全上の支障を防止することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。この場合において、その措置が地球環境保全のための施策に係るものであるときは、その効果が適切に確保されるようにするため、国際的な連携に配慮するものとする。 

　この第２項が環境税の根拠であると解釈して差し支えない。根拠であると同時に障害にもなっている。その要素は条文の各所に散りばめられているが、最大のミソは「国際的な連携に配慮するものとする」とされている点である。環境税は一国だけが導入しても環境政策上の効果はないので、国際社会が連携して導入しないと政策効果がない、ということを前提としている訳だ。
因みに、環境基本法は１９９２年（平成４年）の国連環境開発会議『地球サミット』の熱気を引き継ぎながら、公害対策基本法や自然環境保全法などの環境関連法・施策について、地球環境保全という新たな課題に取り組む姿勢を前面に出しつつ一新するためのものだったとも言えよう。ただ、地球サミットの場においても、国際的連携の下で環境税を導入しようという機運は高まらなかった。
今月７日・９日付け日本経済新聞「環境税混戦再び」と題する特集記事では、地球温暖化への警戒感の高まりや原油価格高騰を背景として環境税議論が再燃してきたとしている。同記事を抜粋引用しながら、環境税に関して一つの考察をしてみたい。

――　０８年から実施に移る京都議定書の温暖化ガス排出抑制計画。日本の排出抑制が想定通りに進んでいない。内閣府が１０月に公表した世論調査では、環境税への賛成が４０％と反対（３２％）を上回り、反対が多かった前回調査（０５年）と賛否が逆転。
環境税は、大衆討議においては受けが良いと見られているが、いざ導入を検討するとなると政府・与党には及び腰の姿勢が目立つ。０４年に環境省が「炭素１ｔ当たり２４００円」とする課税案を公表したが、産業界など各方面の反対もあり、それ以来議論も盛り上がりを見せていない。
課税方法にも依るが、一般消費者・一般家庭で実際にこれを導入するとなれば、消費税とは違った拒否反応が出されるだろう。エネルギー大量消費者に累進的に課すような税体系であれば、重厚長大産業など一部の者を除き、理解と合意が得られ易くなるのではなかろうか。
――　「効果もないし、意味がない」。経産次官は１０月１１日の記者会見で、環境省が導入をめざす環境税構想を切って捨てた。「企業の負担増となる上、地球温暖化対策として効果が見込めない」（石連）、「環境税を嫌って企業が中国に生産拠点を移せば、温暖化をむしろ促進」（経団連）。
経産省や産業界が環境税に一貫して反対してきたのは、日本の産業部門の省エネは既に限界に来ているのが大きな理由の一つだ。エネルギー最大消費業種である鉄鋼や電力では、世界最高の省エネ水準を達成してきているとの自負の念が強い。そういう中で日本企業にだけ環境税を賦課するとなれば、国際競争力が削がれるという訳だ。

事実、日本の産業部門の省エネ技術、エネルギー使用効率のいずれも、世界最高水準である。省エネを更に強力に進めるべきなのは、産業以外の２部門（運輸、民生）であることも“正論”である。
しかし、本当の理由はそんな“正論”ではない。一般には分かり難い、全く別の理由である。行政機関には『省益』という化け物が棲んでいる。そういう観点から考えると、環境税という政策には相当の『効果もあるし、意味もある』ということになる。
――　環境省案は、ガソリンや軽油、電気やガスなど幅広いエネルギー消費に課税し、環境対策などの財源に充てる仕組み。最大で年４３００万トンの温暖化ガス削減、京都議定書の基準年である９０年度に比べて排出量が３．５％減と主張。ガソリン１リットルあたり税額は２円程度。産業界や経産省は「為替要因でもその程度の価格変動はある。消費抑制にはつながらない」。国際的に高いとされる電気・ガス料金の引上げとなり「企業の国際競争力をそぎかねない」（甘利経産相）。

　為替要因に伴う価格変動による消費抑制効果があることを証明するのは簡単だが、そうでないことを証明するのは不可能だ。電気・ガス料金の引上げが国際競争力を削ぎかねないと叫ぶのであれば、消費税増税にも反対するというのだろうか。

こうした反論は賞味期限が過ぎている。近い将来において必ず政策思想を転換しなければならない時が来るはずだ。それを見越して、再び議論を逆手に取っていくことを始めるべきであろう。
――　「新たな財源は歓迎だが今は消費税増税。環境税まで抱え込めない」（主税局）。環境税制改革を９９年に実施したドイツでは、税収を年金財源に充てると同時に社会保険料を引き下げ。税・社会保障・環境をまたぐ複合的な改革だが、日本ではこうした制度の是非を巡る論争の入り口にも達していない。
　環境税収を年金財源に充当するという発想は斬新であるが、日本の場合にはそれだけでは“説明責任”とやらが足枷となって許容されないだろう。財政再建の観点からは、環境税収は一般財源化すべきだとなるが、一般会計経由で一定割合を環境政策に配分するという仕組みが最終的な落ち着き所だろう。実現すればの話である。
単なる環境税ではなく、化石燃料や自然環境の利用など地球環境を消費することに伴う“環境消費税”といったような見方ができれば面白いかもしれない。現行の年金制度関連法を改正しない限り、年金財源のために消費税率を上げるか、他の政策財源を削減しなければならないことは明らかだ。
消費税率を一律に引き上げるのではなく、逆進性緩和を考慮した税率体系とするのであれば、累進課税型の“環境消費税”は十分検討に値するのではないだろうか。
――　既存税制を活用して環境対策に充てるアイデアが浮上。石油石炭税の税率引上げ。５０００億円の税収はエネルギー対策特別会計を通じ、低公害車や風力発電などの普及に。環境省が既存税制の衣替えという現実路線とするのは、産業界の反発に加え、新税構想の制度設計の不備。ガソリンは精製業者が納税する上流課税なのに対し、石炭や重油は工場などで使われた段階で納税義務が生じる下流課税。新税導入なら工場ごとに炭素量を算定して申告しなければならず、仕組みは複雑に。
　環境税は、現実的には“化石燃料消費税”の性格にならざるを得ない。電力に課す場合には一定の計算式が必要となる。原子力・核燃料はＣＯ２を排出する化石燃料ではない。
　電気・電力に環境税を課すのは、徴税手続コストの観点も含めてかなり効率的であると思われる。電気料金は日銭であるので一般家庭を直撃するため、安易な一律課税は難しい。適切な累進型課税が望ましいと思われる。
民主党が掲げる環境税も既存税制の衣替え。税収の使い道を道路建設に限る道路特定財源の揮発油税。本則の２倍の暫定税率（ガソリン１リットル＝４８．６円）の適用期限が来春切れるのに合わせ、本則の税収を一般財源にしたうえで、暫定税率による上乗せ分を「環境税」に切り替える構想。税収は太陽光電池の開発など環境対策に。暫定税率を維持したうえで、「真に必要な道路予算を上回る余剰分については一般財源に回す」というのが昨年の政府・与党合意だが、首相は余剰分の使い道を環境対策などに限る案に言及。温暖化ガスの排出量全体に占める運輸部門は約２割。暫定税率を含めた揮発油税率を維持したままではガソリンの消費抑制につながらず、環境税としては機能不全。
　昨年の政府・与党合意では話にならない。「真に必要な道路予算」を財務省が査定できれば良いが、それは極めて困難だろう。「真に必要な道路予算」は現行税率では賄えないというのが、国交省の公式見解になるはずだ。
　民主党がどこまで独自色を持ちつつ踏ん張れるかで、道路財源論の帰趨が分かれる。そのためには、民主党の主張する環境対策に係る政策効果を分かり易くアピールしていくことが重要だ。環境省の施策にも同じことが言える。
　少なくとも、現在までの政府全体の環境施策について言えることは、環境省の環境施策よりも、経産省・国交省・農水省による環境施策の方が分かり易く、ＰＲも上手だ。環境省は、これまでと全然異なる視点からの環境施策を検討すべきである。その萌芽は環境施策以外の施策に隠されている。
――　ドイツは９９年、「鉱油税」の税率を引き上げ。英国は０１年に「炭化水素油税」に加え「気候変動税」を導入。石油だけでなく事業用の電気・ガスも課税対象に加えた。元政府税調会長は「日本の場合、道路財源の暫定税率分の衣替えなど既存税制活用が現実的」。環境省は環境税の使い道の一つに「森林の整備」などを挙げ、農林関係議員の支援を取りつけてきた。道路財源の衣替えなどが現実味を増せば、省庁や族議員による税源の奪い合いに発展する公算も。
　道路財源の比率が突出している日本では、その一部を環境対策に転用しようという考えが出てくるのは必然だ。ガソリン税の最終負担者である一般消費者の意見を吸い上げることが最も重要である。その仕組みを作る技術はあるが、それが生かされることになるには、早くとも次のそのまた次の政権交代まで待たなければならないだろう。
　環境省が単独で戦っても勝算はないので、農水省と組むという戦略はよく分かる。冷めた眼で見れば“省益”の御裾分けであるが、政策的には納得性が高い。排出源から拠出される負担金を吸収源に配分することは、消費税を森林などＣＯ２吸収源への予算に回すことに比べれば、理解され易い考え方だ。
　そうした『環境特定財源』を新設しても、予算全体を俯瞰してみると、歳出合理化を徹底しない限り、不適切な国民負担増が顕在化するだけだろう。たとえ環境税といえども、歳出合理化が大前提となることは言うまでもない。
消費抑制効果も追求はするが、より必要なことは予算配分における需要対策の充実だ。ＥＴＣシステムは、民生部門における需要対策の雛型になり得る。
　全く別の手法もある。第二次省庁再編時にその機会は訪れる。
